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１ 受入施設と職場体験希望者の調整・連絡 

 

 

 

 

 

 

※職場体験希望者と受入施設・ 

事業所の日程等で、再調整する事 

があります。 

 

 

 

 

 

 

２ 受入れ施設・事業所への支払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 体験者に対する就労相談・斡旋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 場 体 験 事 業 の 流 れ 

受入希望施設・事業所と

職場体験希望者の申込

内容の調整を行い、職場

体験の実施について決

定し、双方に通知する。 

 

      ①申込み        ②依頼    

 

               ③承  

 

      ④通知         ③承諾  

 

             

                  

 

               ⑧承 

希望者 

 

 

 

 

 

 

道社協 事業所 A 

 

 

 

 

 

受入施設から職場体験

終了報告書に基づき、受

入費用を支払う。 

 

        ①職場体験終了報告書の提出            

 

 

        ②受入費用の支払い 

 

 

※月末締の翌月中旬頃のお支払い 

道社協 事業所 

職場体験終了後の体験

者に対し、職場体験の実

施状況を確認し、就労に

向けて働きかける。 

 

      体験状況把握        紹介   

 

        登録 

       

相談・斡旋 

 

 

 

体験者 福祉人材

センター

バンク 

事業所 


